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問□　地域包括支援センター　☎82-3845

予防接種を受けましょう！

成年後見制度について

接種料金：無料（定期接種の対象年齢のみ）
◎予防接種に関して不明な点があれば、保健センター（☎ 82 － 3844）までお問い合わせください。

MRワクチン（麻しん・風しん）

日本脳炎ワクチン

二種混合予防接種（ジフテリア・破傷風）

・麻しん、風しんを予防するワクチンです。
・接種回数：２回
・対 象 者：
  【１回目】１歳のお子さま
  【２回目】来年度小学校に入学するお子さん

・幼児期に三種混合予防接種（ジフテリア・破傷風・
百日せき）で得られた免疫の追加接種です。

・接種回数：1回
・対 象 者：小学6年生

・日本脳炎ウイルスは主に蚊を媒介して人に感染し、高熱、頭痛、嘔吐、けいれん、意識障害などの症状が起こ
ります。

・接種回数：4回（接種対象の方へは個別通知でご案内しております。）

ワクチンの供給不足解消により、接種に制限はありません！

　成年後見制度とは認知症や精神障がい、知的障
がいにより判断能力が十分でない方の生活を支援
する人を家庭裁判所が選任し、権利と財産を守る
制度です。
こんなとき、成年後見制度が利用できます
・最近物忘れでお金の管理が難しくなっているの

で、財産管理の支援をしてほしい。
・契約行為などの難しいことを行うことができな

いので、手助けしてもらいたい。
・判断能力が落ちているので、悪質商法の被害にあ

わないか心配。
・もし自分に何かあったとき、知的障がいのある家

族の将来が心配。
・今は元気だが、身近に自分の老後のサポートをお

願いできる人がいないので、将来が不安。

成年後見制度は、2種類あります。
1.法定後見制度
　判断能力が不十分な方のために本人の権利を守
る援助者（成年後見人）を選任するための制度です。
※本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」に

分かれ、成年後見人が行える同意、取り消し、代理
行為が変わります。

2.任意後見制度
　元気なうちに、将来の後見人を選任する制度です。

　成年後見制度を利用するためには、決まった手続きがあり、必要な書類をそろえる必要があります。
　詳しい内容を知りたい場合、相談したい場合には、地域包括支援センターまたは保険福祉係にお
問い合わせください。
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